
答申第 2 号 

 

答   申 

 

1  審査会の結論 

「浜田市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に係る〇〇〇〇〇〇への問合

せ事項に関する報告書」を、不存在を理由として不開示とした決定は、妥

当である。 

 

2  本件諮問に係る経緯 

⑴ 開示請求者は、平成 23 年 5 月 25 日に浜田市個人情報保護条例（平成

17 年浜田市条例第 21 号。以下「条例」という。）第 14 条第 1 項の規定

により、浜田市長（以下「実施機関」という。）に対し「浜田市〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に係る〇〇〇〇〇〇への問合せ事項に関する報

告書」（以下「本件公文書」という。）の開示請求を行った。 

⑵ 実施機関は、本件公文書を作成していないことから、不存在であると

して不開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、開示請求者に通

知した。 

⑶ 開示請求者は、本件処分を不服として、平成 23 年 7 月 28 日に行政不

服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）第 6 条の規定により実施機関に異

議申立てを行った。 

⑷ 実施機関は、平成 23 年 8 月 16 日に条例第 41 条第 1 項の規定により

浜田市個人情報保護審査会に諮問した。 

 

3  異議申立人の主張等 

⑴ 趣旨 本件処分を取り消し、当該公文書の開示を求める。 

⑵ 異議申立ての理由 

異議申立人が異議申立書及び意見書をもって主張する異議申立ての

理由は、おおむね次のとおりである。 

ア 未登記家屋に係る所有者（納税義務者）の確定という重要な事項に

ついて、建築事業者に確認した内容に関する報告書が存在していない

のは不自然である。 

イ 建築紛争中である〇〇〇〇〇への賦課決定をする重要な問合せの

内容について、異議申立人に係る報告書のみが存在し、建築事業者に



係る報告書が存在していないことに疑問を抱く。 

ウ 市税務課職員又は建築事業者との口頭、書面及び電子メールでのや

り取りの中で、市税務課が建築事業者に問合せをした事実が確認でき

るにもかかわらず、その報告書が存在していないのは不自然で納得が

いかない。 

⑶ 市税務課が建築事業者に問合せをした事実を証明する資料 

ア 2009（平成 21 年）年 10 月 9 日付けの建築事業者から異議申立人に

対して送信された電子メールの写し 

イ 平成 23 年 6 月 1 日付け税資第 49 号により実施機関（税務課資産税

室）から異議申立人に対して送付された通知（回答）の写し 

 

4  実施機関の主張 

実施機関が本件処分に関して主張する要旨は、おおむね次のとおりであ

る。 

⑴ 本件公文書に当たる「問い合わせ及び対応報告書」は、実施機関が市

民から寄せられた賦課に係る疑義等のうち、特に職員間で情報の共有が

必要と判断される案件について、後年の記録として保存するために作成

するものであり、通常の業務における一言一句を記録するために作成す

る性質のものではない。 

⑵ 浜田市〇〇〇〇〇〇〇〇〇に所在する家屋については、通常の賦課に

係る事務手続の流れである「家屋調査」「価格決定」「賦課決定」「納税

通知」という過程を経て、適正に行われており、また、当該家屋の建築

事業者からの引渡しが未了であるという特殊性についても、判例、行政

実例等に照らし、賦課が可能であるとの判断をしたものであり、現時点

においても、賦課（課税客体、納税義務者）に関する疑義は生じていな

い。 

⑶ 異議申立人に係る「問い合わせ及び対応報告書」は、納税義務者とし

ての異議申立人からなされた賦課に関する疑義を記録するために作成

したものである。 

⑷ 建築事業者に対する照会は、異議申立人から建築事業者が所有権を認

めた旨の申出があり、これが事実である場合は、当該建築事業者に「未

登記家屋所有者変更届」の提出を求める必要があるという事務的な必要

性から問合せをしたものであるが、この問合せにおいて、当該建築事業

者からは所有者は異議申立人のままである旨の解答があり、職員間で共



有すべき新たな事実が無かったこと及び建築事業者から疑義の申出が

なったことから、「問い合わせ及び対応報告書」を作成しておらず、本

件公文書は不存在である。 

⑸ 上記の理由から、本件処分は、妥当である。 

 

5  審査会の判断 

⑴ 本件公文書について 

本件公文書は、異議申立人が建築事業者に発注した浜田市〇〇〇〇〇

〇〇〇に所在する家屋について、実施機関が当該建築事業者に問合せを

行った際の内容が記載された公文書である。 

⑵ 本件の事実関係について 

本件について、異議申立人から提出された意見書及び資料並びに実施

機関による処分の理由等の説明から、次の事項が確認できた。 

ア 実施機関は、浜田市〇〇〇〇〇〇〇〇〇に所在する家屋に係る賦課

を適正に行っており、賦課（課税客体、納税義務者）に関する疑義は

生じていないと判断していること。 

イ 実施機関（税務課）においては、市民から寄せられた賦課に係る疑

義等のうち、特に職員間で情報の共有が必要と判断される案件につい

て、後年の記録として保存するために「問い合わせ及び対応報告書」

を作成する運用としていること。 

ウ 実施機関は、異議申立人から寄せられた疑義等について「問い合わ

せ及び対応報告書」を作成していること。 

エ 実施機関が、浜田市〇〇〇〇〇〇〇〇〇に所在する家屋について、

複数回にわたって建築事業者に対して問合せを行っていること。 

オ 実施機関は、未登記家屋の所有者を変更する場合は、新たな所有者

に「未登記家屋所有者変更届」を提出させ、真の所有者として特定す

る運用としていること。 

⑶ 本件公文書の不存在について 

当審査会が認定した事実は、前号のとおりであり、以下でこれらの事

実を基に本件公文書の不存在の真否について検証する。 

本件公文書の不存在の真否確定のために、当審査会事務局において可

能な範囲で実施機関（税務課）が保有するファイルの調査を行ったが、

本件公文書の存在は確認できなかった。更にこの事実認定を突き詰めて

行おうとすれば、捜査又は裁判の手続に相当する程度の調査が必要とな



るが、それは、行政不服審査が本来予定している調査の範囲を超えるも

ので適当とは考えられない。 

したがって、ここでは、前号に記載した事実を踏まえ、本件公文書を

不存在とした実施機関の説明に合理性があるか否かについて検証する。 

ア 賦課そのものの適否については、当審査会が判断する事項ではない

ことから関知しない。したがって、実施機関が賦課について疑義は存

在していないと判断していることを前提とすると、納税義務者である

異議申立人から寄せられた賦課に係る疑義に関する記録として「問い

合わせ及び対応報告書」を作成したとする実施機関の説明には、合理

性があると認められる。 

イ 「問い合わせ及び対応報告書」の性質を考慮すると、問合せにおい

て職員間で共有すべき新たな事実はなく、疑義等も提起していない建

築事業者については、本件公文書を作成していないとする実施機関の

説明には、合理性があると認められる。 

ウ 建築事業者への問合せは、異議申立人の建築事業者が所有権を認め

た旨の申出に対応するためで、申出が事実である場合は、「未登記家

屋所有者変更届」を建築事業者に提出してもらう必要があるという事

務的な理由から行ったものであるとする説明は、前号オの事実を考慮

すると、合理性があると認められる。 

⑷ 以上のとおりであるから、審査会の結論のとおり答申する。 

 



（参考） 

諮問（第 2 号）に関する審査会の処理経過 

年 月 日 内   容 

平成 23 年 8 月 16 日 実施機関からの諮問書を受理 

平成 23 年 10 月 27 日 

・経過説明 

・口頭意見陳述 

・実施機関からの意見聴取 

・審議 

平成 23 年 12 月 22 日 

・実施機関からの意見聴取 

・審議 

平成 24 年 2 月 2 日 答申案の検討 

平成 24 年 2 月 17 日 書面審査（答申案の検討） 

平成 24 年 2 月 20 日 実施機関に対し答申書を提出 

 

 

（参考） 

浜田市個人情報保護審査会委員名簿 

氏   名 現   職 備 考 

    徹 島根県立大学名誉教授 会長 

室 崎 武 子 人権擁護委員 職務代理者 

亀 谷 利 幸 浜田市連合自治協議会  

名古田   薫 司法書士  

寺 田   悟 行政相談委員  

 


